
下 関 市 告 示 第 ７ １ ７ 号  
令和２年(2020年)７月３１日  

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、下関市ジ

ビエ有効活用施設の設置等に関する条例（平成２４年下関市条例第５１号）

第１５条第１項に規定する指定管理者を募集するため、下関市公の施設にお

ける指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年下関市規則

第３５８号）第２条の規定に基づき、下記のとおり告示する。 
 

下関市長 前田 晋太郎   
 

記 
 
１ 管理を行わせる公の施設の名称 
  下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 
 
２ 指定期間 
  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
   
３ 募集概要、応募方法等 
  別添「下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設指定管理者募集要

項」のとおりとする。 
 
４ 業務内容等 

別添「下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設指定管理者業務仕

様書」のとおりとする。 
 

 


